
三次市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部を改正する教育

委員会規則（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 

（職員の職） （職員の職） 

第３条 職員の職として，次に掲げ

る職を置くことができる。 

第３条 職員の職として，次に掲げ

る職を置くことができる。 

⑴ 教育次長 ⑴ 教育次長 

⑵ 次長 ⑵ 課長 

⑶ 課長 ⑶ 館長 

⑷ 館長 ⑷ 場長 

⑸ 場長 ⑸ 係長 

⑹ センター長 ⑹ 主査    

⑺ 係長     ⑺ 主任指導主事 

⑻ 主任主査   ⑻ 主任管理主事 

⑼ 主査 ⑼ 主任 

⑽ 主任指導主事 ⑽ 指導主事   

⑾ 主任管理主事 ⑾ 管理主事   

⑿ 主任   ⑿ 主任主事 

⒀ 指導主事   ⒀ 社会教育主事 

⒁ 管理主事  ⒁ 主任調理員 

⒂ 主任主事 ⒂ 主事   

⒃ 社会教育主事 ⒃ 調理員    

⒄ 主任調理員         

⒅ 主事      

⒆ 調理員       

（職務） （職務） 

第４条 前条に定める職は，それぞ

れ次の職務を行う。 

第４条 前条に定める職は，それぞ

れ次の職務を行う。 

⑴ 教育次長及び次長は，上司の

命を受けて市教育行政に関する

重要な施策の決定を補佐すると

ともに，教育委員会事務局の事

務を統括し，所属職員を指揮監

督する。 

⑴ 教育次長    は，上司の

命を受けて市教育行政に関する

重要な施策の決定を補佐すると

ともに，教育委員会事務局の事

務を統括し，所属職員を指揮監

督する。 

⑵ 課長，館長，場長及びセンタ

ー長は，上司の命を受け，所属

職員を指揮監督し，課及び館の

事務を所掌する。 

⑵ 課長，館長及び場長     

  は，上司の命を受け，所属

職員を指揮監督し，課及び館の

事務を所掌する。 



⑶ 略 ⑶ 略 

⑷ 主任主査，主査，主任指導主

事，主任管理主事，主任，指導

主事，管理主事，主任主事，社

会教育主事，主任調理員，主事，

調理員は上司の命を受け，職務

に従事する。 

⑷ 主査     ，主任指導主

事，主任管理主事，主任，指導

主事，管理主事，主任主事，社

会教育主事，主任調理員，主事，

調理員は上司の命を受け，職務

に従事する。 

 


